
結　果

人
事

諮第１号から
諮第４号まで

適任者と
認める

契約金額　２２７，２８９，７００円
相 手 方　株式会社桒原組
工事内容  法面工、排水構造物工、舗装工他　１式

議第５３号 認定

議第５４号
原案可決

および認定

議第５５号
原案可決

および認定

議第５６号 認定

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律の施行により、選挙運動に係る公費負担の限度額が見直された
ことに伴い、当該法律を準用する高島市議会議員および高島市長選挙における公費負担の限度額について、所要の改正を行うもの。

仕事と生活の両立支援の拡充に向けた取組として、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改
正および地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、時間外勤務免除対象者の拡充および仕事と育児・介護の両立支援制
度に係る情報提供等の措置がなされたことに伴い、所要の改正を行うもの。

仕事と生活の両立支援の拡充に向けた取組として、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改
正および地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、部分休業制度の拡充がなされたことに伴い、所要の改正を行うも
の。

高島市集会施設「高島横山集会所」について、当該施設を解体することで地元区と協議が整ったことから、本年度末をもって廃止する
ことに伴い、条例を廃止するもの。

市内中学校の体育館に空調設備を設置することから、新たに使用料を設定するため、所要の改正を行うもの。

新旭体育館に空調設備を設置することから、新たに使用料を設定するため、所要の改正を行うもの。

令和８年４月１日から介護老人保健施設陽光の里の一部を介護医療院として転換し、１００人の入所定員のうち、６０人を既存の介護
老人保健施設、残りの４０人を介護医療院とするため、所要の改正を行うもの。

議第６７号 原案可決

議第７１号 原案可決

議第７３号 原案可決

原案可決

高島市議会議員および高島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決

高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

令和７年度高島市一般会計補正予算（第５号）案

高島市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

原案可決

高島市体育施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案
原案可決

高島市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例案

原案可決

令和７年度高島市一般会計補正予算（第３号）案

原案可決

高島市立学校使用料徴収条例の一部を改正する条例案
原案可決

高島市集会施設の設置および管理に関する条例を廃止する条例案
議第６０号

議第６３号

議第５７号

議第５８号

令和６年度高島市病院事業会計決算の認定について

議第６１号

令和７年度高島市病院事業会計補正予算（第２号）案
予
算
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案　　件　　名

原案可決

人権擁護委員候補者の推薦について

契約の締結につき議決を求めることについて（市道梅原線擁壁法面改修工事（第２工区））議
　
決

議第４９号

令和６年度高島市下水道事業会計利益の処分および決算の認定について

条
　
例

決
算
認
定

令和６年度高島市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

令和６年度高島市水道事業会計利益の処分および決算の認定について

議第６２号

議第５９号


